
 

 

 

 

【計画推進体制】 

 

 

庁内組織 

 

●石巻市立地適正化計画 

庁内検討会議 

●庁内ワーキンググループ 

座長：都市計画課長又は課長補佐 
構成員：上記検討会議を構成する 

    ８部２０課の課(室)長補佐、 
  主幹、係長又は主査 

会長：建設部次長 

委員：８部２０課(室)の課(室)長 

総務部 
行政経営課 

資産税課 

危機管理部 危機対策課 

復興企画部 

政策企画課 

SDGs 移住定住推進課 

地域振興課 

市民生活部 地域協働課 

保健福祉部 

健康推進課 

介護福祉課 

保健福祉総務課 

障害福祉課 

子育て支援課 

子ども保育課 

産業部 
産業推進課 

商工課 

建設部 

住宅課 

建築指導課 

下水道建設課 

教育委員会事務局 
教育総務課 

学校再編推進室 

 

建設部 

都市計画課 

意見 

聴取 

意見 
聴取 
・ 
庁内 
合意 

懇談会（策定・変更） 

・学識経験者 

・関係団体 

・関係行政機関 等 

※策定完了に伴い令和６年３

月３１日に失効 

●石巻市立地適正化計画 

策定懇談会 

附属機関（策定・変更） 

・１号委員（学識経験者） 

・２号委員（市議会の議員） 

・３号委員（その他、必要と
認める者） 

●石巻市都市計画審議会 

評価組織 

評価 

報告 
※今後設置 

・学識経験者 

・関係団体 

・関係行政機関 

      等 

諮問 答申 

事務局 
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